
項目 コース名 番号

案

◆ 路線バスの「下新井新道」停留所付近である、カルチャーパーク間の
道路（カルチャーパーク通り）を通り、東部クリーンセンター西へ向か
うよう経路変更。

経緯

◇ 自治会からの要望を受け、休日等に発生する所沢聖地霊園周辺（学
園通り）の渋滞を回避でき、定時性の確保に繋がることや、柳瀬循環
コース利用者のカルチャーパークへのアクセスが向上するため、見
直し案に採用した。

案

◆ 東村山市への路線乗り入れ
西武園駅～遊園地西駅の間（東村山市多摩湖町地域内）で3停留所
を新設。

経緯

◇ 平成28年6月14日から東村山市と協議を重ね、平成29年10月10日
付けで同市から正式に延伸の依頼を受け、多摩湖町地域等の方が
所沢駅等を利用するなど、本市においてもメリットがあることから、見
直し案に採用した。

案

◆ 「所沢駅東口」「北秋津」「北秋津小学校」「茨原前」の各停留所を廃
止し、保健センターで折り返し。

経緯

◇ 乗降量調査の結果、中間停留所での乗降がほとんどなく、運行距
離・時間を短縮できることや、路線バスとの重複区間を整理できるた
め。市による提案。

案

◆ 西富小学校方面から新所沢駅東口への経路を同駅西口・未来館経
由に変更。

経緯

◇ 川越所沢線と西武新宿線が交差する踏切（新所沢第1号踏切）の渋
滞を回避でき、定時性の確保に繋がることや、富岡循環コース利用
者のこどもと福祉の未来館へのアクセスが向上するため。市による
提案。

案

◆

※

柳瀬循環右回り第3便「やなせ荘入口」停留所の到着時刻を15：15
以降に設定。
時刻調整は運行経路決定後に運行管理者である西武バス（株）がダ
イヤを調整するため、案の時刻は多少前後する可能性がある。

経緯

◇ おおぞら特別支援学校からの要望を受け、生徒が社会に出る勉強
のため、下校時にバスという公共交通機関を利用させたいという想い
があることから、学校教育への協力の一環と考え、見直し案に採用し
た。

案

◆

※

山口循環右回り第1便「中央公民館」停留所の到着時刻を10:00以前
に設定。
時刻調整は運行経路決定後に運行管理者である西武バス（株）がダ
イヤを調整するため、案の時刻は多少前後する可能性がある。

経緯

◇ 日本婦人の会所沢支部からの陳情書を受け、ところバスの運行目的
の一つである、「公共施設利用の利便性向上」に関わり、イベントも
多く開催される所沢まちづくりセンターを利用する方に多く利用してい
ただければと考え、見直し案に採用した。
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